
日
本
語
に

お
け
る

女
性
語
の
成
立
と
そ
の
背
景
の
考
察

ノ

白

木

進

始
め
に

，
一
，
、
性
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
）

二
、
女
性
語
成
立
略
史

三
、
女
性
語
成
立
の
背
景

四
、
今
後
の
女
性
語

始
め
 
に
 
 
日
本
語
の
会
話
を
聞
け
ば
（
見
れ
ば
）
、
音
声
面
で
は
勿
論

 
語
法
面
で
も
、
そ
れ
が
男
性
の
語
で
あ
る
か
、
女
性
の
語
で
あ
る
か
の
判
断

 
が
っ
く
し
、
更
に
は
地
位
、
老
若
の
程
度
も
分
か
る
。
時
に
は
単
語
一
つ
に

 
さ
え
、
そ
の
区
別
が
で
き
る
。

 
 
「
…
ほ
ら
、
砂
浜
や
雪
の
野
を
、
ま
っ
す
ぐ
に
歩
い
た
つ
も
り
で
も
、
ふ

-
り
返
る
と
、
足
跡
が
曲
っ
て
つ
い
て
い
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
」

 
 
「
あ
る
わ
。
ま
る
で
乱
れ
て
い
る
み
た
い
な
こ
と
だ
っ
て
あ
る
わ
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
朝
日
4
5
・
8
・
2
0
続
氷
点
働
か
ら
）

 
言
葉
に
男
女
差
の
な
い
英
語
の
小
説
で
は
、
会
話
の
み
の
部
を
読
み
進
む

 
と
、
時
に
は
何
れ
が
男
、
何
れ
が
女
の
詞
だ
っ
た
か
に
迷
う
。
中
国
語
で
も

全
般
的
に
は
、
男
女
間
の
言
葉
の
差
は
殆
ど
な
い
。
然
る
に
日
本
語
に
お
け

る
女
性
語
は
、
何
が
故
に
か
く
も
男
性
語
と
隔
離
し
た
の
か
。
ど
の
時
期
に

ど
ん
な
女
性
語
が
成
立
し
た
か
。
そ
の
背
景
は
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
し
て

今
後
は
ど
う
変
り
、
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
考
察
し
て
み
る
。

 
 
ジ
エ
ン
ダ
 

一
、
 
性
 
 
 
日
本
は
熱
心
な
欧
州
諮
学
習
国
だ
。
そ
の
欧
州
語
に
は
性
が

あ
る
。
欧
州
語
を
学
ん
で
、
日
本
人
は
と
も
す
れ
ば
性
は
言
語
に
必
須
の
も
の

 
 
 
 
 
ア
ゲ
ツ
ロ

で
あ
り
、
性
を
論
わ
ぬ
日
本
語
が
未
熟
で
あ
る
か
の
如
く
考
え
が
ち
だ
が
、

そ
れ
は
当
ら
な
い
。
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
は
、
．

「
大
多
数
の
言
語
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
持
っ
て
い
な
い
」
 
（
文
法
の
原
理
舖
ぺ
）

と
言
っ
て
い
る
。

 
文
法
の
性
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
 
（
O
o
づ
山
霞
）
と
言
い
、
男
性
（
］
≦
ρ
ω
o
巳
貯
①
）

 
女
性
（
国
O
ヨ
一
昌
一
づ
Φ
）
中
性
（
Z
Φ
暮
Φ
『
）
が
あ
る
。

，
自
然
の
性
を
セ
ッ
ク
ス
（
ω
Φ
図
）
と
言
い
、
雄
（
寓
巴
。
）
雌
（
財
o
B
巴
①
）

 
無
性
（
ω
Φ
巴
①
ω
ω
）
が
あ
る
。

 
両
者
は
原
則
と
し
て
は
一
致
す
る
筈
で
あ
る
が
、
然
し
一
部
食
い
違
う
面
も
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日
本
語
に
お
け
る
 
女
性
語
O
成
立
と
そ
の
背
景
の
考
察



 
出
て
く
る
。
即
ち
植
物
学
者
の
認
め
る
植
物
の
性
は
、
文
法
学
者
は
存
在
し

 
な
い
も
の
と
考
え
る
し
、
又
、
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
は
無
生
物
さ
え
も
b
、
b
．

 
の
何
れ
か
に
分
け
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'
 
 
 
 
 
 
 
、

新
村
出
著
「
言
語
学
序
説
」
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
説
明
が
あ
る
。
 
（
…
…
～
鵬
ぺ
）

要
約
す
る
と
、

○
フ
ラ
ン
ス
語
（
イ
タ
リ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
）
は
す
べ
て

 
の
名
詞
が
b
（
男
性
）
b
（
女
性
）
に
分
か
れ
る
。

○
ド
イ
ツ
語
、
（
ロ
シ
ア
語
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
）
は
三
つ
。
男
性
、
女
性
、
'
中
性

 
の
何
れ
か
に
分
け
る
。

○
タ
ッ
シ
ュ
語
は
三
。
有
情
物
、
無
情
物
と
し
、
有
情
物
を
男
女
に
分
け
る
。

 
 
ア
ン
ダ
マ
ン
島
の
土
語
で
は
、
有
情
物
、
無
情
物
の
二
。

○
ハ
ミ
ッ
ト
諸
語
で
は
、
価
値
高
ぎ
も
の
（
人
名
な
ど
）
を
雄
と
し
、
価
値
低

 
き
も
の
（
物
名
な
ど
）
を
雌
と
す
る
。

○
ホ
ッ
テ
ン
ト
の
諸
言
語
で
は
、
例
え
ば
「
水
」
を
男
性
語
で
言
え
ば
大
水
、

 
積
水
（
河
、
湖
）
の
意
と
な
り
、
女
性
語
で
は
生
活
に
使
用
す
る
水
、
中
性

 
語
で
一
般
の
水
の
意
と
な
る
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
分
類
法
は
、
大
約
す
る
と

r
（
総
・
（
麓
か
-
判
断
価
値
の
雫
・
（
娚
盤

露
盛
鯵
∵
魔

而
し
て
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
数
の
現
象
と
異
な
り
、
伝
統
的
で
あ
っ
て
、
合
理
的

な
文
法
現
象
で
は
な
い
。
」
 
（
川
べ
）

と
い
う
。
印
欧
語
に
つ
い
て
見
れ
ば
、

  祖

  語

  は

有
性
一

女男
性性

無
性
（
中
性
）

↓
ド
イ
ツ
語
は
三
景
を
そ
の
儘
存
置
す
る

↓
フ
ラ
ン
ス
語
は
中
性
を
男
性
に
含
め
て
二

 
と
す
る

↓
英
語
は
性
を
失
う

日
本
語
で
は
、
性
や
数
の
観
念
を
形
式
的
に
表
現
し
な
い
が
、
之
は
安
藤
氏
の

い
う
（
古
代
国
語
の
研
究
舗
ぺ
）
．
「
抽
象
・
概
括
を
好
む
倒
民
性
」
か
ら
来
た

の
で
あ
ろ
う
。
性
に
関
し
て
は
、
必
要
な
ら
ば

 
 
 
 
オ
ン
 
 
 
 
 
メ
ン

と
り
↓
雄
ど
り
、
雌
ど
り
・
お
や
↓
父
親
（
男
親
）
・
勝
劣
（
女
親
）
 
は

 
 
 
オ
 
 
 
 
 
メ

 
ち
↓
雄
蜂
・
雌
蜂
 
な
ど
と
言
い
分
け
る
。

二
、
女
性
語
成
立
略
史

 
↑
o
ヒ
女
 
性
 
語

1
．
生
理
的
な
面
女
性
語
を
取
り
出
し
て
男
性
語
と
比
較
す
る
時
、
そ

の
差
の
第
一
は
生
理
的
な
面
で
あ
る
。
女
子
の
言
葉
は
音
質
（
高
低
・
抑
揚
・

振
幅
・
速
度
な
ど
）
が
男
子
と
異
な
り
、
甲
高
く
、
変
化
に
富
み
、
速
い
。
之

は
世
界
共
通
で
あ
る
。
．
 
 
 
，

人
間
の
聴
力
は
一
六
振
動
か
ら
二
万
振
動
く
ら
い
ま
で
を
捉
え
得
る
と
言
う

が
、
そ
の
中
で
も
聴
き
易
い
の
は
一
〇
〇
～
五
〇
〇
振
動
の
範
囲
で
あ
る
。
兼

常
清
佐
氏
は
男
女
の
声
の
相
違
を
物
理
的
に
追
求
し
て
、

 
女
の
声
は
男
の
声
に
比
べ
て
は
る
か
に
音
域
が
高
い
。
…
…
男
の
場
合
の

 
一
番
低
い
音
は
大
体
七
六
振
動
か
ら
九
四
振
動
く
ら
い
Y
…
…
女
の
場
合
は

 
一
五
〇
振
動
く
ら
い
で
、
一
〇
〇
振
動
以
下
に
な
る
の
は
、
よ
ほ
ど
特
別
の
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場
合
で
あ
る
つ
高
い
方
で
は
、
こ
の
区
別
は
非
常
に
著
し
く
な
る
。
男
は
一

・
番
高
い
と
こ
ろ
で
三
〇
〇
振
動
く
ら
い
、
…
…
し
か
し
女
の
場
合
は
、
そ
の

 
三
〇
〇
振
動
は
普
通
の
事
で
あ
る
。
四
〇
〇
振
動
以
上
に
も
な
る
事
が
普
通

 
で
あ
る
。
ご
（
日
本
語
の
研
究
脳
ぺ
）

次
に
呼
気
に
み
る
肺
活
量
は
、
男
時
、
五
〇
〇
～
三
、
五
，
○
O
C
C
に
対
し
、

女
は
一
、
五
〇
〇
2
二
、
五
〇
〇
C
C
で
あ
る
か
ら
、
9
こ
の
面
か
ら
は
女
の
声

は
弱
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
男
女
音
声
の
差
は
、
幼
時
す
で
に
女
児
が
早
熟
で
あ
る
こ
と
が
報
ぜ
ら
れ

て
い
る
。
 
（
こ
と
ば
の
誕
生
、
鵬
ぺ
）
，
そ
れ
は
 
一
、
生
理
的
な
発
達
の
違
い

2
、
脳
の
発
達
の
違
い
 
3
、
し
つ
け
の
違
い
等
に
よ
る
σ

2
．
社
会
生
活
の
面
 
差
の
第
二
は
社
会
生
活
面
で
あ
る
・
エ
ド
ワ
ー

ズ
氏
は
い
う
、

 
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
に
於
て
は
婦
人
は
新
語
の
使
用
を
避
け
、
且
つ

 
文
字
と
余
り
か
け
離
れ
た
発
音
を
し
な
い
よ
う
に
心
掛
け
て
い
る
も
の
と
い

 
え
よ
う
。
辱
…
…
日
本
の
婦
人
語
の
申
に
認
め
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
傾
向
は
、

 
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
の
女
性
の
間
に
も
相
当
ひ
ろ
く
見
受
け
ら
れ
る

 
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
味
を
強
め
る
語
を
多
く
使
い
過
ぎ
る
こ
と
、

 
お
よ
び
意
味
の
「
強
ま
り
」
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
強
さ
ア
ク
セ
ン
ト
お
よ
び

 
語
調
を
誇
張
す
る
こ
と
が
こ
れ
で
あ
惹
。
 
（
日
本
語
の
音
声
学
的
研
究
撤

 
ぺ
）

右
の
こ
と
は
第
一
の
生
理
的
な
面
と
も
関
連
し
て
、
世
界
の
女
性
に
共
通
な
事

で
あ
ろ
う
。
日
本
語
に
お
け
る
女
性
語
の
特
異
は
、
社
会
生
活
面
で
語
彙
・
語

法
す
べ
て
に
亘
る
言
い
廻
し
の
相
違
で
あ
る
。

日
本
語
に
お
け
る
 
女
性
語
の
成
立
と
そ
の
背
景
の
考
察

 
日
本
語
に
紅
け
る
男
女
の
言
葉
の
相
違
に
気
付
ぎ
．
、
之
を
筆
に
し
た
の
は
清

少
納
言
が
始
め
で
あ
ろ
う
か
。
枕
草
子
の
四
段
に
、

 
こ
と
異
な
る
も
の
酒
法
師
の
詞
。
男
女
の
詞
。
げ
す
の
詞
に
は
、
必
ず
文
字

 
あ
ま
り
し
た
り
。

と
あ
る
が
、
具
体
的
な
説
明
は
な
い
。
当
時
は
文
章
と
し
て
は
男
は
漢
文
を
操

り
、
女
は
か
な
文
を
書
い
た
が
、
口
頭
語
に
も
す
で
に
男
女
の
間
に
何
ら
か
の

差
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
差
は
時
代
と
共
に
漸
次
拡
大
し
て
行
く
が
、

 
 
 
 
 
む
 
む
 
む

時
に
は
女
性
職
場
語
（
女
房
詞
・
遊
里
語
な
ど
）
の
進
出
さ
え
見
ら
れ
る
。
先
、

ず
歴
史
的
に
特
に
目
立
つ
女
性
語
の
跡
を
略
述
し
て
見
よ
う
。

回
 
女
性
語
の
発
生
と
変
遷
の
略
史

1
．
古
 
事
記
・
万
葉
集
 
に
み
る
日
本
語
で
は
、
男
女
の
差
は
余
り
な

い
。
但
し
男
女
が
極
め
て
普
通
に
呼
び
か
け
る
時
は
、
男
を
「
せ
」
と
呼
び
、

女
を
「
い
も
」
と
呼
ん
だ
。
 
「
い
も
」
 
「
せ
」
に
つ
い
て
は
一
一
久
孝
氏
に
「

三
葉
に
お
け
る
男
女
の
こ
と
ば
」
 
（
国
語
・
国
文
の
研
，
究
1
0
号
-
昭
2
・
7
）

が
あ
り
、
之
に
拠
る
と
、

 
「
妹
」
の
類
は
八
百
三
十
余
目
（
い
も
一
脚
余
、
わ
ぎ
も
こ
一
二
余
、
こ
i

 
㎜
余
）

 
「
背
」
の
類
は
百
二
十
余
首
（
せ
こ
一
8
0
余
、
せ
一
4
0
余
）

 
で
、
そ
の
代
り
「
君
」
と
す
る
の
が
五
百
余
首
あ
る
由
。
こ
の
「
妹
背
」
は

後
世
で
は
夫
婦
の
意
と
な
る
が
、
古
く
は
男
女
を
指
し
た
。
男
同
志
で
，
「
背
」

と
呼
び
㌔
女
同
志
で
「
妹
」
と
呼
ん
だ
例
も
見
ら
れ
る
。

 
巻
8
、
一
四
二
六
の
赤
人
の
歌
の
「
わ
が
せ
こ
」
は
友
人
を
指
し
、
巻
8
、

'
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、

 
一
六
二
三
の
坂
上
大
嬢
の
歌
の
「
妹
」
は
姉
か
ら
妹
を
指
し
て
い
る
。
巻

 
1
7
、
三
九
六
二
の
家
持
の
歌
「
妹
も
背
も
若
き
児
ど
も
は
」
で
は
「
男
も
女

 
も
」
と
一
般
的
な
意
で
あ
る
。

佐
伯
梅
友
氏
は
更
に
代
名
詞
の
「
な
」
が
男
か
ら
女
を
指
し
、
 
「
い
ま
し
」
が

女
に
つ
い
て
言
う
例
を
挙
げ
、
ま
た
、
動
詞
「
い
ま
す
」
動
詞
、
助
動
詞
の
「

ま
す
」
 
「
た
ま
ふ
」
が
女
か
ら
男
に
対
し
て
使
わ
れ
た
例
の
多
い
事
を
示
し
て

い
る
。
 
（
奈
良
時
代
の
国
語
8
8
～
9
1
ぺ
）

2
．
平
安
時
代
に
入
る
と
、
先
の
「
君
」
の
語
は
、
万
葉
で
女
か
ら
男

へ
対
し
て
用
い
ら
れ
た
の
が
、
古
今
（
巻
H
、
四
七
八
）
後
撰
（
巻
9
、
五
六

八
）
な
ど
、
男
か
ら
女
に
対
し
て
も
普
通
に
い
う
詞
と
な
っ
た
。

 
近
時
訓
点
の
研
究
が
進
み
、
従
来
の
和
文
を
主
と
し
た
国
語
史
に
、
新
た
に

訓
読
語
を
加
え
て
再
編
成
し
よ
う
と
す
る
空
気
が
あ
る
。
訓
読
語
は
漢
文
を
学

習
し
た
男
子
の
用
語
で
あ
る
。
副
詞
を
例
に
と
る
と
、
和
文
で
い
う
「
い
と
」

は
訓
読
語
で
は
「
は
な
は
だ
」
で
あ
る
。
源
語
に
も
「
は
な
は
だ
」
は
三
例
あ

る
が
、
そ
れ
は
大
学
の
博
士
や
僧
侶
の
会
話
に
出
る
の
で
紫
式
部
は
意
識
し
て

使
っ
て
い
る
。
土
左
日
記
に
は
こ
の
訓
読
語
が
地
の
文
に
あ
り
、
随
所
に
 
は

な
は
だ
 
ひ
そ
か
に
 
す
み
や
か
に
 
し
か
れ
ど
も
 
ご
と
し
 
に
に
た
り

い
は
く
 
な
ど
が
散
在
し
て
、
と
て
も
女
の
手
に
な
っ
た
も
の
で
な
い
事
が
分

か
る
。
 
（
築
島
」
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
第
六
章
 
 
遠
．

藤
一
訓
点
資
料
と
訓
点
語
の
研
究
…
…
ぺ
）

 
女
性
語
は
女
の
み
の
世
界
に
発
生
し
易
く
、
女
の
み
の
世
界
で
話
さ
れ
る
時

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

が
よ
り
生
彩
を
放
ち
易
い
。
女
の
世
界
と
言
え
ば
昔
は
斎
宮
（
伊
勢
）
斎
院
（

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
む
 
 
 
む
 
む

賀
茂
）
の
制
が
あ
づ
た
。
 
「
斎
宮
の
忌
詞
」
と
言
う
の
が
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
言
霊
思
想
か
ら
，
の
発
想
で
、
延
喜
式
に
内
の
七
言
、
外
の
七
言
と
1
4
あ
る
。

内
の
七
言
と
は
、

中
子
（
仏
）
 
染
紙
（
経
）
 
阿
良
々
岐
（
塔
）
 
瓦
葺
（
寺
）
 
髪
長
（
僧
）

カ
タ
シ
キ
ト
キ

片
膳
（
斎
）
で
仏
教
関
係
の
言
葉
、
外
の
七
言
と
は
、
奈
保
里
（
死
）
 
夜
須

 
 
 
 
 
 
タ
ル
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
サ
ビ
ラ
シ
シ

竺大

@（
a
）
 
 
塩
垂
 
（
泣
く
）
 
 
阿
世
（
血
）
 
 
樫
糟
つ
 
（
打
つ
）
 
 
 
菌
 
 
（
虫
ハ
）

ツ
チ
ク
レ

壌
 
（
墓
）
で
仏
教
以
外
の
忌
詞
で
あ
る
。
之
を
見
る
と
斎
宮
と
言
う
女
の
世

界
の
忌
詞
で
あ
っ
て
も
、
特
に
女
性
特
有
の
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う

だ
。 

源
語
の
御
幸
の
巻
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
「
い
づ
ら
こ
の
近
江
の
君
、
こ
な
た
に
。
」
乏
召
せ
ば
、
「
を
」
と
い
ひ
て

 
い
と
け
ざ
や
か
に
聞
え
て
出
で
来
た
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
な
も
を

 
右
の
応
諾
の
「
を
」
は
万
葉
1
6
巻
に
も
娘
子
等
和
歌
九
首
の
中
に
「
否
確
率

つ
も

藻
」
が
二
例
（
一
一
、
一
七
九
六
、
三
七
九
八
）
あ
る
。
古
今
著
聞
集
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
人
の
召
す
御
い
ら
へ
に
、
男
は
「
よ
」
と
申
し
、
女
は
「
を
」
と
申
す
也
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ

と
言
う
。
然
ら
ば
「
を
」
は
女
性
だ
け
が
用
い
し
も
の
か
。
因
み
に
魏
志
倭
人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伝
に
、
倭
人
の
俗
は
「
対
応
主
日
レ
癒
」
と
見
え
、
古
典
（
例
え
ば
祈
年
祭
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神
主
祝
部
等
称
レ
唯
。
）
の
唯
の
訓
読
語
に
つ
い
て
は
、
玉
勝
間
に
も
「
古
書

 
ヘ
 
 
へ

に
称
唯
と
書
き
て
金
事
止
申
と
よ
め
り
云
々
」
と
あ
る
。
更
に
礼
記
を
開
く

と
、
内
則
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
子
能
言
、
男
唯
、
女
愈
。

と
見
ゆ
。
先
述
の
著
聞
集
の
言
と
、
か
㌧
わ
り
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 

 
女
の
世
界
と
言
え
ば
後
宮
が
あ
る
。
清
少
納
言
も
紫
式
部
も
こ
の
後
宮
に
生

活
し
た
女
房
だ
が
、
女
房
達
の
間
に
発
生
し
た
所
謂
「
女
房
詞
」
が
文
献
に
と

り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
次
の
時
代
で
あ
る
。
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3
．
，
鎌
倉
、
室
町
時
代
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
り

 
日
本
で
始
め
て
女
房
詞
を
ま
と
め
て
記
録
し
て
い
る
の
は
海
人
藻
芥
で
、
応

永
廿
棊
五
月
茸
百
の
著
、
宣
守
〔
恵
命
院
権
僧
正
〕
の
署
名
が
あ
る
。
一

四
二
〇
年
、
足
利
四
代
将
軍
義
持
の
時
だ
。
・
「
弘
安
以
来
自
二
野
中
心
遣
二
言
中
一

書
札
禮
之
事
」
、
と
あ
り
、
鎌
倉
の
中
葉
か
ら
室
町
の
初
期
に
亘
る
有
職
故
実
を

記
す
。
中
に
い
う
」

 
内
裏
仙
洞
二
・
ハ
、
 
］
切
ノ
食
物
二
異
名
ヲ
付
テ
被
レ
召
事
也
。
 
一
向
不
二
存

 
知
一
者
、
当
坐
二
迷
惑
ス
ベ
キ
者
哉
。
 
 
 
 
 
 
 
 
，
'

 
飯
ヲ
供
御
、
酒
ハ
九
献
、
餅
ハ
カ
チ
ン
、
味
噌
ヲ
ハ
ム
シ
、
塩
ハ
シ
ロ
モ

 
ノ
、
豆
腐
ハ
カ
ベ
、
索
麺
ハ
ホ
ソ
モ
ノ
、
松
茸
ハ
マ
ツ
、
鯉
ハ
コ
モ
ジ
、
「
鮒

 
パ
フ
モ
ジ
、
r
鵜
ハ
ツ
モ
ジ
、
ツ
ク
で
シ
ハ
ツ
ク
、
蕨
ハ
ワ
ラ
、
葱
ハ
ウ
ツ

 
ホ
、
如
レ
此
異
名
ヲ
被
レ
付
。
近
比
ハ
将
軍
家
ニ
モ
、
女
房
達
皆
異
名
ヲ
申
ス

 
ト
云
々
。
御
菜
ヲ
バ
ヲ
メ
グ
リ
ト
云
。
常
ニ
ヲ
マ
ハ
リ
ト
云
ハ
ワ
ロ
シ
。
椙

 
原
ヲ
ハ
ス
イ
ハ
、
引
合
ヲ
バ
ヒ
キ
ト
申
也
。

と
、
食
物
で
1
5
、
そ
の
他
（
紙
）
で
2
、
合
わ
せ
て
1
7
の
女
房
詞
を
挙
げ
て
い

る
。

 
 
む
 
 
む
 
む
 
 
 
む
 
む
 
 

 
「
大
上
繭
御
名
即
事
」
は
一
巻
、
作
者
未
詳
だ
が
、
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
大

上
繭
の
名
ば
定
利
義
政
時
代
の
も
の
。
こ
の
書
に
始
め
て
「
女
房
こ
と
ば
」
と

題
し
鞄
一
項
が
あ
り
」
＝
五
の
語
彙
を
集
め
て
い
る
。
内
容
は
食
物
8
7
語
、

道
具
2
7
語
、
そ
の
他
-
語
で
品
詞
か
ら
言
え
ば
全
部
名
詞
で
あ
る
。
勿
論
女
房

詞
は
之
だ
け
に
恨
つ
た
も
の
で
は
な
く
又
そ
の
源
流
は
す
で
に
平
安
朝
に
も
見

え
、
 
（
く
ご
一
は
宇
津
保
蔵
開
上
、
源
平
盛
衰
記
廿
五
、
徒
然
草
一
三
五
段
な

ど
に
。
な
衷
L
は
蜻
蛉
日
記
上
巻
に
。
）
世
を
下
る
に
従
っ
て
増
加
七
た
。

日
本
語
に
お
け
る
 
女
性
語
0
成
立
と
そ
の
背
景
の
考
察

（
国
阻
百
合
子
氏
に
「
女
房
詞
の
研
究
」
が
あ
る
。
）

 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 

 
日
葡
辞
書
は
日
本
耶
蘇
会
が
長
崎
学
林
で
一
六
〇
三
年
に
刊
行
し
た
日
本

語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
辞
書
で
、
項
目
数
は
三
二
、
七
九
八
。
そ
の
中
に
「
婦

人
語
」
と
註
し
た
一
二
〇
余
語
が
見
ら
れ
る
。
ク
コ
ン
ー
「
酒
、
婦
人
語
」
の
如

し
。
先
述
し
た
女
房
詞
は
、
世
に
広
ま
っ
て
普
通
語
と
な
っ
た
も
の
も
あ
り
、

或
い
は
な
お
婦
人
語
と
し
て
日
葡
辞
書
に
載
っ
た
も
の
も
あ
る
。
と
も
あ
れ
日

葡
辞
書
に
載
っ
た
婦
入
語
は
、
す
で
に
一
部
の
特
殊
女
性
社
会
の
用
語
で
は
な

く
、
室
町
、
戦
国
期
の
一
般
婦
人
の
用
語
を
取
り
あ
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ

 
御
湯
殿
上
日
記
は
文
明
九
年
（
一
心
三
年
）
か
ら
文
政
九
年
（
一
。
。
ま
年
）
ま

で
、
三
五
〇
年
間
書
き
つ
が
れ
た
宮
廷
日
記
で
、
文
中
に
は
多
く
の
女
房
詞
が

出
て
く
る
。
先
に
あ
げ
た
海
人
薫
習
に
は
、
 
「
内
裏
・
仙
洞
ニ
ハ
、
一
切
ノ
食

物
二
異
名
ヲ
付
テ
被
レ
召
事
也
」
と
あ
る
其
の
実
証
が
御
湯
殿
上
日
記
に
出
て

く
る
わ
け
で
、
国
田
百
合
子
氏
の
研
究
を
借
り
る
と
、
海
人
至
論
と
ほ
ぼ
時
を

同
じ
く
す
る
1
5
～
1
6
世
紀
（
文
明
～
慶
長
）
の
同
日
記
に
は
、

 
海
人
藻
芥
に
出
る
 
ω
食
料
品
名
1
5
語
の
う
ち
1
2
語
ま
で
が
一
致
し
て
お

 
り
、
 
（
ホ
ソ
モ
ノ
 
ッ
モ
ジ
 
ウ
ツ
ホ
の
3
語
は
出
て
こ
な
い
）
回
料
紙
類

 
2
語
の
う
ち
、
ピ
キ
も
出
て
く
る
。

更
に
同
期
間
中
の
日
記
を
大
上
繭
御
名
之
事
に
出
る
女
房
詞
…
…
語
と
比
較
す
る

と
、 

ω
食
料
品
で
5
9
語
．
回
道
具
類
で
1
語
 
の
人
事
で
1
語
が
一
致
す
る
と
い

 
う
。
 
（
女
房
詞
の
研
究
9
5
～
9
9
ぺ
）

勿
論
、
御
湯
殿
上
日
記
に
始
め
て
出
る
女
房
詞
も
鋤
余
語
と
多
く
、
範
囲
も
広

が
り
、
品
詞
も
各
詞
以
外
に
及
ぶ
。
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4
．
江
戸
時
代
遊
里
語
（
U
廓
言
葉
）
が
成
立
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ
カ
レ
メ
ハ
ニ
シ

 
遊
女
の
歴
史
は
古
い
。
万
葉
集
巻
1
8
に
は
遊
行
影
乾
土
師
の
詠
め
ち
歌
（
四

〇
四
七
 
四
〇
六
七
）
が
あ
り
、
平
家
に
は
白
拍
子
（
例
え
ば
祇
王
・
妓
女
）
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
グ
ツ

話
、
更
に
今
昔
1
3
に
も
「
亦
も
ろ
く
の
遊
女
、
偲
縄
ら
の
歌
女
を
招
き
て
」

な
ど
と
見
え
る
。
蓋
し
遊
女
は
、
貿
易
の
発
達
、
商
人
の
擁
頭
な
ど
に
伴
っ
て

い
つ
し
か
都
市
・
宿
駅
に
栄
え
、
遂
に
室
町
以
降
は
遊
廓
と
し
て
公
許
、
集
団

と
し
て
統
制
さ
れ
6
に
至
り
、
一
種
の
社
交
場
と
も
な
っ
た
。

 
延
宝
初
年
緬
献
骸
）
の
色
道
大
鏡
に
は
、
日
本
遊
廓
総
目
を
掲
げ
て
二
十
五
カ

所
を
挙
ぐ
。
中
で
も
京
都
の
島
原
、
大
阪
の
新
町
、
江
戸
の
新
吉
原
の
三
三
津

が
有
名
で
、
こ
㌧
で
使
わ
れ
る
遊
里
語
は
廓
言
葉
の
範
と
し
て
全
国
に
広
が
っ

た
。 

こ
の
遊
里
語
を
発
生
さ
せ
た
所
以
の
も
の
は
、
遊
里
運
営
の
必
要
か
ら
で
、

各
地
射
出
の
女
達
に
、
一
定
の
優
雅
な
廓
言
葉
を
仕
込
み
、
一
に
は
品
と
誇
り

を
持
た
せ
、
一
に
は
各
自
の
方
言
、
俗
語
、
地
声
を
隠
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

 
遊
里
語
に
つ
い
て
は
真
下
三
郎
氏
に
「
遊
里
語
の
研
究
」
が
あ
り
、
単
語
、

音
声
、
文
法
の
三
方
面
か
ら
研
究
し
た
が
、
た
ゴ
遊
里
語
の
音
声
的
特
質
は
記

載
す
る
資
料
が
極
め
て
乏
し
い
の
で
、
十
分
の
成
果
を
見
な
か
っ
た
と
い
う
。

な
お
語
法
面
を
研
究
し
た
も
の
に
、
湯
沢
幸
吉
郎
氏
の
「
廓
言
葉
の
研
究
」
が

あ
る
。

遊
里
語
の
特
長
 
先
に
挙
げ
た
三
豊
津
の
遊
里
に
成
立
し
た
遊
里
語
は
、
そ
れ

ぞ
れ
独
自
の
語
史
が
あ
り
、
表
現
に
も
異
同
が
認
め
ら
れ
る
が
、
而
か
も
多
く

の
共
通
点
が
あ
り
、
結
果
的
に
は
非
常
に
類
似
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
蓋

し
遊
里
の
性
質
上
、
遊
女
は
い
か
に
美
し
く
、
い
か
に
教
養
・
見
識
が
あ
っ
て

も
結
局
は
被
使
用
者
で
あ
り
、
下
位
者
で
あ
る
か
ら
、
客
に
対
し
て
は
強
い
尊

敬
・
丁
寧
さ
を
失
っ
て
は
な
ら
ず
、
逆
に
自
己
に
対
し
て
は
謙
譲
で
な
く
て
は
9

な
ら
ぬ
。
か
く
て
遊
里
語
は
待
遇
意
識
の
強
い
、
特
に
文
末
詞
に
特
長
を
持
つ

言
葉
と
な
っ
た
。
例
え
ば
「
あ
り
ン
す
」
は
江
戸
遊
里
に
栄
え
、
ア
リ
ン
ス
国

と
は
新
吉
原
の
代
名
詞
と
な
っ
た
。

尼
門
跡
の
こ
と
ば

 
 
国
分
尼
寺
が
国
分
寺
と
並
ん
で
国
章
に
建
立
さ
れ
た
の
は
遠
く
聖
武
天
皇

 
の
時
で
あ
る
が
、
当
時
尼
僧
の
世
界
で
特
殊
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う

 
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
。

 
 
室
町
頃
か
ら
高
貴
の
女
性
が
仏
門
に
入
り
、
ま
た
自
ら
の
邸
宅
を
寺
に
寄

 
零
し
た
り
す
る
こ
と
が
起
り
、
之
が
後
世
の
比
丘
尼
寺
（
尼
門
跡
）
と
な

 
る
。
比
丘
尼
寺
は
宮
中
、
或
い
は
幕
府
と
血
縁
、
縁
故
が
深
く
、
そ
こ
で
は

 
勢
い
後
宮
と
同
じ
く
女
房
詞
が
用
い
ら
れ
た
。
最
近
井
之
口
氏
ら
に
よ
り
「

 
尼
門
跡
の
蠕
簾
の
調
査
研
究
」
が
為
さ
れ
て
、
近
代
、
現
代
の
状
況
が
明
か

 
に
さ
れ
た
。

女
房
詞
・
遊
里
語
の
一
般
化

 
女
房
詞
は
発
生
源
が
宮
申
・
仙
洞
で
あ
り
、
始
め
て
之
を
取
り
あ
げ
た
海
人

三
郎
に
、
「
近
比
ハ
将
軍
家
ニ
モ
女
房
達
皆
異
名
ヲ
申
ス
ト
云
々
」
と
あ
る
如

く
、
そ
れ
は
先
ず
将
軍
家
に
伝
わ
り
、
堂
上
・
大
名
の
家
族
に
及
び
、
漸
次
一

般
婦
女
の
間
に
も
普
及
し
た
。
地
域
的
に
も
、
京
都
か
ら
大
阪
へ
、
そ
し
て
江

戸
へ
、
地
方
へ
と
拡
が
っ
た
。
女
房
詞
の
文
献
に
出
た
語
彙
数
を
見
る
と
、
海

人
藻
芥
に
1
7
語
、
大
上
臨
御
名
之
事
に
卑
語
、
女
重
宝
記
に
艶
語
、
御
湯
殿
上

日
記
に
新
し
く
凝
語
、
そ
し
て
「
御
所
こ
と
ば
語
彙
集
」
を
編
ん
だ
井
之
口
氏

は
、
広
義
の
御
所
こ
と
ば
約
一
四
〇
〇
語
を
集
成
し
た
と
い
う
。
 
（
同
は
し
が
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、

き
2
ぺ
）

 
江
戸
期
の
遊
里
は
、
男
子
に
は
一
種
の
社
交
場
で
あ
り
、
女
子
も
或
る
種
の

あ
こ
が
れ
を
持
っ
た
の
で
、
そ
こ
に
行
な
わ
れ
た
遊
里
語
は
芝
居
に
浄
瑠
璃
に

語
ら
れ
、
音
曲
へ
小
説
に
採
ら
れ
、
一
般
女
性
も
之
を
ま
ね
る
向
き
が
多
か
っ

た
。

 
か
く
一
般
語
に
進
入
し
た
女
房
詞
、
遊
里
語
は
、
漸
次
特
殊
女
性
社
会
の
語

と
し
て
の
特
質
を
失
っ
て
行
く
が
、
酋
敬
・
丁
寧
・
謙
譲
の
性
格
を
帯
び
る
の

‘
故
に
、
今
日
略
な
お
少
な
か
ら
ぬ
語
が
、
あ
る
も
の
は
男
女
を
問
わ
ず
使
用
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

れ
、
時
に
は
女
性
社
会
の
み
に
残
り
、
丁
寧
語
「
お
」
言
葉
の
如
き
は
、
往
時

，
に
も
増
し
て
流
用
さ
れ
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。

三
馬
女
性
語
成
立
の
背
景

、
 
日
本
語
に
於
て
は
、
い
わ
ゆ
る
女
性
語
が
成
立
し
、
普
通
語
、
男
性
語
と
隔

離
し
て
発
達
を
見
た
が
、
そ
れ
は
女
性
特
有
の
性
格
、
温
和
・
し
と
や
か
さ
等

か
ら
来
た
面
も
あ
ろ
う
が
、
主
と
し
て
は
地
位
の
差
、
男
子
よ
り
劣
位
に
置
か

れ
た
結
果
の
、
必
然
的
産
物
と
考
え
ら
れ
る
。
之
を
論
ず
る
に
は
政
治
学
。
民

俗
学
・
社
会
学
な
ど
関
係
す
る
面
も
多
い
が
、
今
は
主
と
し
て
文
学
の
面
よ
り

考
察
し
て
見
る
乃

先
ず
概
論
す
る
と
、
．

原
始
的
な
．
上
古
は
男
女
の
地
位
も
余
り
違
わ
ず
、
従
っ
て
言
葉
の
差
も

少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

 
○
日
本
の
古
代
に
於
て
、
母
系
制
の
有
無
は
史
に
載
せ
て
な
い
が
、
魏
志
倭

'
人
伝
に
拠
れ
ば
、
倭
の
俗
は
上
下
の
厳
し
さ
を
説
く
反
面
、

日
本
語
に
お
け
る
 
女
性
語
の
成
立
と
そ
の
背
景
の
考
察

 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
父
子
男
女
無
レ
別
。
と
言
い
、
・
続
い
て

 
倭
国
乱
、
相
攻
伐
歴
年
、
乃
共
立
一
女
子
為
王
、
名
謁
卑
弥
呼
。
．
…
…
卑
弥

 
呼
以
死
、
…
…
更
立
男
王
、
羅
紗
不
服
、
…
…
馬
立
卑
弥
呼
宗
女
壱
賦
物
十

 
三
聖
王
、
国
中
黒
定
。

 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む

 
と
女
王
卑
弥
呼
を
説
明
し
、
卑
弥
呼
の
死
後
も
其
の
宗
女
を
立
て
、
国
治
ま

 
る
旨
を
記
す
。

 
○
わ
が
正
史
を
見
て
も
、
天
照
大
神
、
神
功
皇
后
を
始
め
、
奈
良
朝
ま
で
は

 
推
古
以
下
、
皇
極
・
（
勝
星
）
・
持
統
・
元
明
・
元
正
・
孝
謙
・
（
称
徳
）

 
と
女
帝
が
男
節
と
並
ん
で
、
殆
ど
交
互
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。

・
中
世
か
ら
近
世
へ
か
け
て
封
建
制
度
が
進
み
、
階
級
制
度
が
定
ま
り
、
身

分
が
固
ま
る
に
つ
れ
て
、
女
子
は
家
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
男
子
の
下
風
に
従
属

化
し
て
、
言
葉
も
対
等
に
使
え
な
く
な
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 

○
平
安
朝
の
女
性
は
華
や
か
に
活
躍
し
て
い
る
。
然
し
そ
れ
は
確
か
な
後
見
の

・
有
る
場
合
に
限
る
。
一
た
び
後
見
を
失
え
ば
、
身
分
が
高
く
て
も
、
才
能
に
秀

れ
て
い
て
も
、
女
は
忽
ち
没
落
し
た
。
皇
后
定
子
然
り
、
才
女
清
少
納
言
ま
た

 
 
 
 
 
 
 

然
り
。
、
三
従
が
謳
い
文
句
と
な
る
の
は
江
戸
期
だ
が
、
実
質
は
既
に
斯
の
時
期

に
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
蜻
蛉
日
記
の
作
者
は
日
本
三
美
人
の
一
に

も
数
え
ら
れ
、
歌
才
・
文
才
に
恵
ま
れ
た
女
性
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
遂
に
そ
の

本
名
は
伝
わ
ら
ず
、
女
房
で
も
な
か
っ
た
か
ら
職
名
も
な
く
、
僅
か
に
「
子
安

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
フ

 
（
父
）
ノ
女
」
・
「
法
興
三
殿
（
夫
の
三
家
）
ノ
室
」
・
「
傅
・
大
納
言
道
綱

 
（
子
）
の
母
」
の
名
を
残
す
の
み
。

○
狂
言
「
岡
大
夫
」
に
言
う
、

女
…
納
豆
を
肴
に
し
て
、
酒
ば
し
く
ら
う
た
か
。
む
こ
酒
ば
し
く
ら
う
た
か
と
は

藁
で
作
っ
て
も
男
ぢ
や
に
、
く
ら
う
た
か
と
は
、
ど
う
し
た
事
ぢ
ゃ
。
お
の
れ
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聴
か
ぬ
ぞ
。
ぶ
っ
て
お
い
た
が
よ
い
。
あ
、
腹
立
ち
ゃ
。
 
（
有
朋
堂
文
庫
本
三

六
ニ
ペ
）
 
「
藁
で
作
っ
て
も
男
ぢ
や
に
」
と
、
男
で
さ
え
あ
れ
ば
絶
対
権
を
も

つ
風
潮
は
、
こ
の
頃
固
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り

○
江
戸
期
'
は
全
く
身
分
の
固
定
し
た
時
期
で
あ
る
。
固
定
し
た
「
家
」
は

 
 
 
 
 
 

専
ら
男
系
に
よ
っ
て
の
み
相
続
さ
れ
た
。
 
（
明
治
の
旧
民
法
も
同
じ
。
）
か
く

て
女
子
は
家
の
相
続
に
は
無
縁
で
あ
る
。
た
ゴ
人
の
妻
と
な
り
、
子
孫
を
育
て

る
。
而
か
も
子
を
生
む
に
は
男
の
子
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
男
の
子
で
な
く
て

は
家
は
嗣
げ
ぬ
。
男
の
子
を
生
ま
ぬ
妻
は
去
ら
れ
る
。
こ
㌧
に
蓄
妾
論
の
理
が

成
り
立
つ
。
家
を
嗣
ぐ
男
の
子
を
得
る
為
に
、
妻
以
外
に
女
を
蓄
え
る
こ
と

は
、
当
時
は
当
然
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

明
治
以
降
「
日
本
国
は
女
の
地
獄
な
り
」
と
等
量
を
し
て
嘆
ぜ
し
め
た
女

性
の
苦
境
も
、
維
新
に
よ
っ
て
漸
く
夜
明
け
を
迎
え
る
。
四
民
平
等
の
国
是
．

自
由
民
権
の
思
想
は
漸
次
士
農
工
商
の
階
級
を
崩
し
、
男
女
の
差
別
を
縮
め
、

次
い
で
昭
和
の
敗
戦
ば
民
主
主
義
の
下
、
男
女
の
同
権
、
個
人
の
尊
重
を
謳

い
、
長
く
三
三
に
あ
え
い
だ
女
性
も
漸
く
本
来
の
地
位
を
恢
復
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
女
性
の
地
位
の
向
上
は
直
ち
に
女
性
語
に
響
く
。
近
来
「
女
性
語
の
乱

れ
」
が
世
上
に
論
ぜ
ら
れ
る
が
、
語
法
上
、
女
性
語
か
ら
必
要
以
上
の
尊
敬
・

謙
譲
表
現
が
薄
れ
て
行
く
の
は
当
然
の
成
行
き
で
あ
ろ
う
。

古
来
日
本
入
は
一
般
に
「
言
葉
を
憎
し
む
」
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
来
た
。
以
心

伝
心
（
仏
教
）
・
不
言
実
行
（
儒
教
）
を
尊
ん
だ
。
・
い
わ
ゆ
る
ユ
言
挙
げ
せ

ず
」
の
教
育
で
あ
り
、
多
く
の
諺
に
も
な
っ
て
い
る
。
裏
側
か
ら
言
え
ば
、
言

葉
を
圧
え
、
寡
言
・
沈
黙
を
美
と
し
た
。
特
に
女
性
に
対
し
て
甚
し
く
、
平
安

朝
以
後
の
女
子
教
育
で
は
強
制
し
て
い
る
。
そ
れ
は
言
霊
思
想
で
あ
り
、
神
道

・
仏
教
・
儒
教
の
伝
統
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

 
○
葦
原
の
水
穂
の
国
は
神
な
が
ら
言
挙
げ
せ
ぬ
国
云
々
（
万
1
3
、
三
二
五

 
三
）

 
 
 
 
 
 
 
 
コ
ト
ダ
マ

 
 
敷
島
の
倭
の
国
は
言
霊
の
良
く
る
国
ぞ
幸
き
く
あ
れ
よ
く
（
万
1
3
、
三
二

 
五
四
）

 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 

こ
の
言
霊
思
想
は
後
世
長
ぐ
日
本
の
思
想
界
に
影
響
を
与
え
、
悪
く
と
れ
ば
言

論
抑
圧
の
役
を
果
し
て
い
る
。

む記
に
見
る
伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
．
美
の
二
柱
は
、
男
女
二
神
出
現
の
始
め
で
あ
る

が
、
ま
ぐ
わ
い
の
問
答
を
記
し
て
い
う
、

 
 
チ
ギ

 
…
約
り
寛
へ
て
〔
天
ノ
御
柱
を
〕
廻
り
ま
す
時
に
、
伊
邪
那
美
命
先
づ
「
あ

 
な
に
や
し
愛
蓑
登
古
衰
」
と
宣
り
た
ま
ひ
、
後
に
伊
邪
那
岐
命
「
あ
な
に
や

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
オ
ノ
モ
く

 
し
 
愛
嚢
乱
売
嚢
」
と
宣
り
た
衷
ひ
き
 
 
各
 
宣
り
た
ま
ひ
て
菟
へ
て
後

 
に
、
其
の
妹
に
、

 
 
ヲ
ミ
ナ
 
 
 
 
 
 
 

フ
サ
ハ
ズ

 
 
女
人
を
言
先
だ
ち
て
不
良
。

．
・
と
宣
り
た
ま
ひ
き
。

之
に
就
い
て
岡
崎
義
恵
氏
は
、
「
双
神
の
御
名
を
呼
ぶ
時
、
男
神
を
先
と
し
女

神
を
次
と
し
て
あ
る
の
は
、
男
が
先
だ
ち
女
が
随
う
と
い
う
思
想
が
あ
ら
わ
れ

て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
男
女
の
位
置
は
明
か
で
あ
る
。
さ
う
し
て
こ

れ
は
恐
ら
く
日
本
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
普
遍
的
な
人
間
的
思
想
を
示
し
て

い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
伊
邪
那
岐
、
伊
邪
那
美
の
二
神
が
国
生
み

を
せ
ら
れ
る
時
、
女
神
が
ま
つ
唱
へ
ら
れ
た
の
で
事
成
ら
ず
、
二
神
が
天
神
の

 
 
 
 
 
 
フ
ト
マ
ニ

御
言
を
伺
い
、
太
占
に
よ
っ
て
唱
へ
言
の
順
序
を
改
め
る
よ
う
に
と
い
う
命
を

う
け
、
男
神
が
先
立
た
れ
た
為
に
成
功
し
た
と
い
う
神
話
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
夫
唱
婦
随
と
い
う
こ
と
は
支
那
に
も
あ
る
思
想
で
あ
る
が
、
日
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本
神
話
に
お
い
て
も
さ
う
な
っ
て
み
る
。
 
（
古
代
日
本
の
文
芸
4
ぺ
）
と
い

う
。○

嘗
て
神
社
に
遠
足
し
た
時
、
鳥
居
を
避
け
て
通
る
女
生
が
あ
っ
た
。
蓋
し
生

理
期
に
在
っ
た
の
で
あ
る
。
何
が
彼
女
を
そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

神
道
集
巻
五
の
二
五
、
女
人
月
水
神
忌
給
事
の
条
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ル

 
抑
社
参
仏
詣
ノ
時
、
諸
汚
機
不
浄
ヲ
忌
事
、
何
ナ
ル
通
有
耶
。
答
。
汚
臓
不
亀

 
 
 
 
ト

 
浄
ハ
多
忙
ヘ
ド
モ
、
今
ハ
溜
男
女
人
ノ
月
水
ノ
重
キ
汚
ヲ
直
り
、
…
…
云
々

と
言
い
、
以
下
そ
の
理
由
を
説
い
て
い
る
が
、
全
く
月
水
の
何
た
る
か
を
知
ら

ぬ
論
で
あ
る
。

大
繭
上
御
名
之
事
に
も
「
不
浄
に
な
る
事
。
さ
し
あ
ひ
共
云
」
と
出
て
来
る
が
、

月
水
不
浄
観
は
女
性
自
ら
の
考
え
か
、
或
い
は
右
の
神
道
集
な
ど
の
影
響
で
あ

 
 
 
 
 

ろ
う
か
。
記
な
ど
で
は
、

 
ナ
 
 
 
ケ

…
汝
が
着
せ
る
お
す
ひ
の
裾
に
月
た
ち
に
け
り
（
中
巻
 
倭
建
命
）

の
如
く
不
浄
観
な
ど
は
微
塵
も
無
く
、
あ
っ
さ
り
詠
み
流
し
て
い
る
。

○
神
道
は
日
本
書
紀
を
宝
典
と
す
る
が
、
紀
で
は
天
照
大
神
を
始
め
て
と
し

て
、
女
神
も
多
く
出
現
し
、
男
神
と
並
び
立
っ
て
活
躍
し
、
今
も
各
地
の
神
社

に
て
祭
神
と
な
っ
て
い
る
が
、
後
世
で
は
女
を
新
し
く
神
と
し
て
取
り
上
げ
、

祭
神
と
し
て
祀
る
よ
う
な
例
は
見
当
ら
な
い
。

○
仏
教
は
衆
生
済
度
の
教
な
が
ら
、
男
性
中
心
で
女
性
詳
言
の
面
が
強
い
よ
う

で
あ
る
。

 
数
ふ
べ
き
方
も
な
け
れ
ど
身
に
近
き
 
ま
っ
は
五
つ
の
障
り
な
り
け
り
（
発

 
心
和
歌
集
）

 
 
 
む
 
 
 

女
人
は
五
障
あ
る
者
と
し
て
成
仏
を
拒
否
せ
ら
れ
、
そ
の
障
壁
を
乗
り
超
え
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

為
に
積
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
精
神
面
、
生
活
面
、
物
質
面
の
功
徳
は
容
易
で
は
な
か

日
本
語
に
お
け
る
 
女
性
語
の
成
立
と
そ
の
背
景
の
考
察

つ
た
。

浬
繋
経
回
、
一
切
女
人
皆
是
衆
悪
之
所
住
処
。
と
。
蓋
し
色
欲
は
生
物
自
然
の

情
で
あ
る
。
僧
が
自
然
の
情
に
逆
っ
て
、
色
欲
を
退
け
る
の
を
修
業
の
第
一
と

す
る
時
、
女
人
は
「
無
く
も
が
な
」
の
存
在
で
あ
り
、
現
実
に
存
在
す
る
女
人

は
修
業
の
最
大
の
妨
害
者
と
な
る
。
之
を
以
て
、
外
面
似
菩
薩
、
内
心
如
夜

叉
。
 
（
宝
物
集
（
下
）
）
と
す
る
は
当
る
ま
い
。

旧
訳
は
そ
の
妄
を
悟
っ
て
自
ら
結
婚
を
実
行
し
、
以
後
各
派
之
に
習
っ
た
が
、

尼
の
社
会
は
旧
態
の
ま
㌧
独
り
取
り
残
さ
れ
た
。
近
時
、
尼
僧
が
、
有
髪
・
結

婚
を
要
求
し
て
い
る
の
は
無
理
も
無
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

○
儒
教
が
五
倫
に
則
り
、
男
女
の
「
別
（
男
尊
女
卑
）
を
説
く
こ
と
は
衆
知
の
通

り
。子

日
、
唯
女
子
与
小
人
、
為
難
三
三
。
近
之
則
不
孫
、
遠
之
則
怨
。
 
（
論
語

陽
貨
）
孔
子
は
天
下
を
周
遊
し
て
弟
子
三
千
人
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
中
に
女

子
は
居
な
い
。
教
育
の
対
象
と
も
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

神
道
・
仏
教
・
儒
教
は
、
中
古
以
来
長
く
日
本
人
を
支
配
し
指
導
し
て
来
た
教

、
で
あ
り
、
思
想
で
あ
る
。
上
古
は
朗
ら
か
で
あ
り
自
由
で
も
あ
っ
た
我
が
国
の

女
性
は
、
之
ら
の
教
に
導
か
れ
、
外
か
ら
の
抑
東
を
受
け
て
、
女
性
自
ら
も

亦
、
い
つ
し
か
馴
致
さ
れ
て
そ
の
抑
東
の
枠
内
に
在
る
を
良
し
と
す
る
風
潮
も

 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
げ

生
れ
た
。
紫
式
部
日
記
を
例
「
に
と
れ
ば
、

 
幼
時
、
兄
が
史
記
を
教
わ
る
の
を
側
で
聞
ぎ
習
い
つ
㌧
、
兄
が
忘
れ
た
部
分

 
ま
で
ち
ゃ
ん
と
覚
え
て
お
り
、
親
を
し
て
男
に
生
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
歎
か

 
せ
て
い
る
。
女
で
あ
る
が
故
に
教
育
の
対
象
と
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
後
世
、

 
源
氏
を
書
い
て
名
を
馳
せ
、
 
「
日
本
紀
の
御
つ
ぼ
ね
」
と
あ
だ
名
さ
れ
る
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が
、
侍
女
か
ら
も
、

 
 
 
 
 
ま
な
ぶ
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ド

な
で
ふ
女
が
真
字
書
は
読
む
。
む
か
し
は
経
よ
む
を
だ
に
人
は
制
し
き
。

と
陰
口
を
叩
か
れ
る
。
か
く
て
自
ら
も
公
の
場
に
は
、

一
と
い
ふ
文
字
を
だ
に
書
き
わ
た
し
侍
ら
ず
・
：
…

御
び
や
う
ぶ
の
紙
に
書
き
た
る
こ
と
を
だ
に
よ
ま
ぬ
顔
を
し
侍
し
…
…

と
才
智
を
か
く
し
て
い
る
。
こ
の
故
に
こ
そ
、
「
清
少
納
言
こ
そ
、
し
た
り

顔
に
、
い
み
じ
う
侍
り
け
る
人
。
．
さ
ば
か
り
賢
し
だ
ち
、
真
名
書
き
散
ら
し

て
侍
る
ほ
ど
も
、
よ
く
見
れ
ば
、
ま
だ
い
と
た
え
ぬ
こ
と
多
か
吻
。
」

と
な
る
の
で
あ
る
。

 
 
べ
き
を
、
さ
く
じ
つ
、
一
さ
く
じ
っ
と
い
ひ
、
あ
す
あ
さ
っ
て
を
、
み
や
う

 
に
ち
み
や
う
ご
に
ち
な
ど
い
ふ
や
う
の
こ
と
は
、
児
喝
食
若
き
女
房
に
は
似

 
 
つ
か
は
し
か
ら
ず
や
。
よ
う
つ
是
に
准
へ
て
知
る
べ
し
。
」

'
右
は
漢
語
の
使
用
を
禁
じ
た
例
。
更
に
は
階
級
的
に
細
分
し
て
い
う
。

3
、
人
の
い
ら
へ
の
こ
と
は
、
上
・
中
・
下
に
女
房
は
三
つ
あ
る
も
の
に
て
候

 
お
や
し
う
の
い
ら
へ
は
「
を
」
ど
申
、
は
う
ば
い
た
ち
あ
う
な
か
は
「
や
」

 
と
答
へ
候
召
つ
か
う
者
な
ど
に
は
、
「
ゑ
い
」
と
こ
た
へ
候
（
め
の
と
さ

 
う
し
）

江
戸
期
の
女
子
教
育

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

一
、
女
子
の
精
神
教
育
 
武
士
回
心
の
社
会
制
度
、
そ
し
て
家
の
制
度
の
固
定

し
た
こ
の
時
期
の
女
子
教
育
は
、
い
わ
ゆ
る
三
従
・
七
去
の
思
想
で
貫
か
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ド
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
三
従
（
幼
く
し
て
父
に
従
い
、
嫁
し
て
夫
に
従
い
、
老
い
て
子
に
従
う
）
は

 
仏
教
（
華
厳
経
、
普
賢
行
内
項
）
夙
に
之
を
唱
え
、
儒
教
（
儀
礼
、
喪
服

 
篇
）
も
亦
之
を
言
う
。
七
去
は
大
戴
礼
、
本
命
篇
に
出
る
。
之
ら
を
引
用
し

 
て
、
益
軒
著
．
「
和
俗
童
子
訓
」
の
巻
五
、
教
二
女
子
一
法
で
は
女
子
の
道
を
詳

 
嘱
す
る
。
・
世
俗
に
は
、
童
子
訓
よ
り
抄
出
し
た
と
思
わ
れ
る
「
女
大
学
」
一

 
巻
が
よ
り
有
名
で
あ
る
。
右
の
教
二
女
子
一
法
を
要
約
し
て
1
9
条
と
し
、
例
え

 
ば

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
か
ふ

 
六
、
婦
人
は
…
夫
を
主
人
と
思
ひ
敬
い
慎
み
て
事
べ
し
。
総
じ
て
婦
人
の
道

 
は
人
に
従
ふ
に
あ
り
。

 
九
、
言
語
を
慎
み
て
多
く
す
べ
か
ら
ず
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
た
こ
と

2
、
言
葉
遣
い
の
為
し
め
 
貞
室
の
嘉
多
言
に
、
 
「
き
の
ふ
お
と
、
ひ
と
い
ふ

四
、
今
後
の
女
性
語

 
明
治
維
新
は
あ
ら
ゆ
る
面
に
日
本
の
大
き
な
変
革
を
齎
し
た
。
女
性
語
に
と

っ
て
も
、
そ
の
成
立
を
支
え
、
そ
の
変
遷
を
促
し
た
と
思
わ
れ
る
諸
条
件
が
、

維
新
の
変
革
に
よ
っ
て
次
々
に
崩
れ
、
失
わ
れ
て
行
く
。
そ
れ
は
同
時
に
、
従

来
の
女
性
語
の
性
格
が
変
り
、
特
性
が
薄
れ
て
行
く
こ
と
と
繋
が
る
。

1
．
維
新
政
府
の
四
民
平
等
令
は
、
先
ず
士
．
・
農
・
エ
・
商
の
階
級

 
制
度
を
崩
壊
さ
せ
る
。
士
族
の
支
配
下
に
在
っ
た
庶
民
（
含
女
子
）
は
、
'
始

 
め
て
封
建
下
の
身
分
・
家
の
制
度
か
ら
脱
し
て
、
国
民
共
通
の
言
葉
が
使
え

 
る
よ
う
に
な
る
。

2
、
男
女
一
平
等
の
教
育
方
針
明
治
五
年
頒
布
の
学
制
は
、
国
民
総
教

 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
育
、
男
女
平
等
の
教
育
を
目
指
し
て
い
る
。
所
謂
「
被
仰
出
書
」
に
曰
く
、

 
人
た
る
者
は
学
ば
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ち
ず
。
・
．
・
…
自
今
以
後
、
 
一
般
の
人

 
民
韓
肚
骸
雄
催
工
必
ず
邑
に
不
学
の
戸
な
く
、
家
に
不
学
の
人
な
か
ら
し
め
ん
事
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を
期
す
。
云
々
L
 
（
太
政
官
布
告
第
二
一
四
号
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
文
中
、
 
「
婦
女
子
」
に
言
及
し
て
い
る
点
は
注
目
に
価
し
よ
う
。
女
子
教
佃

に
つ
い
て
は
、
之
よ
り
先
、
六
月
廿
四
日
の
太
政
官
指
令
に
既
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
即
ち
、
将
来
の
目
的
を
期
し
、
当
今
着
手
の
順
序
と
し
て
九
力
条
を
挙

げ
た
中
に
い
う
、

 
日
胴
般
ノ
女
子
、
男
子
ト
均
シ
ク
教
育
ヲ
被
う
シ
ム
ヘ
キ
事
（
学
制
五
十
年

 
 
史
2
4
～
2
6
ぺ
参
照
）

 
然
し
実
際
に
女
子
教
育
の
心
要
を
認
め
、
先
鞭
を
つ
け
た
者
は
基
督
教
、
殊

に
外
来
の
宣
教
師
で
あ
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
女
学
校
の
濫
膓
は
、

明
治
3
私
立
築
地
A
六
番
女
学
校
 
東
京

 
 
 
 
 
 
（
今
の
女
子
学
院
）

〃
 
〃
私
立
フ
エ
リ
ス
女
学
校
 
 
横
浜

で
、
今
年
は
百
周
年
を
迎
え
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
日
本
女
子
教
育
の
百
年
で

も
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 

 
な
お
、
ザ
ビ
エ
ル
以
来
基
督
教
ゆ
か
り
の
減
た
る
山
口
か
ら
は
、
明
治
初
期

 
に
三
人
の
有
力
な
基
督
教
主
義
教
育
者
、
澤
山
保
羅
（
梅
花
女
学
校
創
設

．
者
）
成
瀬
仁
蔵
（
日
本
女
子
大
創
設
者
）
服
部
章
蔵
（
下
関
の
光
塩
学
校
↓

 
山
口
の
光
城
学
校
の
創
立
者
）
が
出
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
た
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

維
新
後
、
昭
和
中
期
ま
で
の
日
本
が
隔
国
家
の
目
標
を
富
国
強
兵
に
お
い
た
事

の
是
非
は
別
と
し
て
、
こ
の
7
0
年
間
は
、
長
か
っ
た
封
建
制
度
よ
り
の
庶
民
の

解
放
期
で
あ
り
、
ま
た
女
権
の
育
成
期
で
あ
っ
た
。

 
然
し
戦
乱
の
時
代
鳳
「
カ
コ
ソ
が
正
義
」
で
あ
る
。
こ
の
7
0
年
間
に
日
本
は

内
乱
も
あ
り
、
清
国
・
ロ
シ
ヤ
・
．
ド
イ
ツ
と
戦
っ
て
之
に
勝
ち
、
英
・
米
愈
ど

日
本
語
に
お
け
る
 
女
性
語
の
成
立
と
そ
の
背
景
の
考
察

の
連
合
国
と
戦
っ
て
敗
れ
た
。

 
 
 
 
 
 

 
強
兵
が
優
先
す
る
時
代
は
、
な
お
男
の
力
が
女
を
圧
す
る
時
代
で
あ
り
、
戦

争
が
続
く
限
り
、
女
性
の
完
全
解
放
は
未
だ
し
で
あ
る
。

 
昭
和
の
敗
戦
は
、
日
本
に
新
た
に
次
の
よ
う
な
改
革
を
加
え
だ
。

，
1
、
二
〇
年
＝
一
月
、
婦
人
参
政
権
の
設
定

2
、
二
一
年
＝
月
、
新
憲
法
の
制
定

 
 
1
4
条
は
男
女
の
平
等
を
認
む

 
 
2
4
条
は
夫
婦
を
同
等
と
見
な
す

更
に
右
の
精
神
を
貫
い
て
、

 
イ
、
姦
通
罪
の
廃
止
（
二
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む

 
ロ
、
子
と
し
て
男
女
平
等
に
相
続
権
を
認
む
（
民
法
…
…
条
）

．
3
、
三
一
年
五
月
、
売
春
防
止
法
設
定
 
等
々

 
長
い
間
、
社
会
の
三
三
、
男
性
の
従
属
下
に
在
っ
た
日
本
女
性
は
、
今
や
法

的
に
は
全
く
男
子
と
対
等
の
地
位
を
獲
得
し
た
。
三
従
・
七
去
の
志
摩
を
脱
し

て
、
勢
い
女
性
の
言
葉
も
変
ら
ざ
る
を
三
ま
い
。

 
世
上
往
々
、
「
女
性
語
が
乱
れ
た
、
特
に
若
い
女
性
の
言
葉
が
乱
暴
に
な
っ

た
。
」
の
声
を
聞
く
。
社
会
情
勢
の
変
っ
た
今
日
、
女
性
語
も
亦
従
来
の
儘
で

は
あ
り
得
な
い
。
 
「
新
し
い
保
守
」
と
は
守
る
べ
き
を
守
妙
、
捨
つ
べ
き
を
捨

て
る
こ
と
だ
9
と
い
う
が
、
さ
て
今
後
の
女
性
語
は
如
何
に
在
る
べ
き
か
。

 
女
性
が
男
性
と
同
等
の
地
位
に
立
て
ば
、
従
来
の
よ
う
な
、
女
性
で
あ
る
が

故
に
の
、
男
性
に
対
す
る
蓉
敬
表
現
は
薄
れ
、
や
が
て
は
消
失
レ
よ
う
。
女
性

の
言
葉
が
男
性
語
に
接
近
す
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
ア
 
ロ

 
国
民
全
般
の
敬
語
も
変
化
し
つ
㌧
あ
る
。
明
治
維
新
で
士
農
工
商
の
別
が
解

体
し
、
更
に
新
憲
法
の
下
、
天
皇
は
人
間
宣
言
を
さ
れ
（
二
一
・
一
・
一
）
華
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族
も
消
失
し
た
。
封
建
的
階
級
制
度
は
無
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
之
か
ら
の
敬

語
は
、
尊
族
、
職
場
の
上
長
者
、
尊
敬
に
価
す
る
人
々
に
敬
意
を
表
し
、
長
幼

・
親
疎
に
応
ず
る
丁
寧
・
謙
譲
語
を
適
宜
に
操
り
、
相
互
尊
重
を
念
と
す
べ
き

で
あ
る
。
そ
の
事
は
之
か
ら
の
女
性
語
に
も
共
通
す
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

 
国
語
審
議
会
は
2
7
年
4
月
に
「
こ
れ
か
ら
の
敬
語
」
を
発
表
し
て
、
国
民

の
、
そ
し
て
女
性
語
の
敬
語
の
標
準
を
示
し
た
。
原
則
と
し
て
は
ほ
ぼ
妥
当
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

 
寿
岳
章
子
氏
に
、
夫
婦
の
言
葉
、
夫
婦
の
呼
び
方
に
つ
い
で
の
文
章
が
あ

る
。
 
（
「
レ
ト
リ
ッ
ク
」
…
…
～
m
ぺ
）

 
 
一
「
主
人
」
と
「
お
前
」
に
つ
い
て
 
 
二
「
愚
妻
」
に
つ
い
て

之
は
翻
訳
の
こ
と
ば
を
介
し
て
の
意
見
で
あ
る
が
、
啓
発
さ
れ
る
面
が
多
い
。

 
私
も
嘗
て
担
任
学
級
（
女
子
学
生
3
5
名
）
の
家
庭
に
お
け
る
、
父
が
母
を
、

母
が
父
を
、
そ
れ
ぞ
れ
何
と
呼
ん
で
い
る
か
を
調
査
し
た
事
が
あ
る
。
 
（
父
母
の

年
令
は
殆
ど
が
4
0
～
5
0
才
）

 
父
が
母
を
 
お
母
さ
ん
2
2
 
お
い
1
0
 
 
名
前
癖
σ
）
4
 
お
前
2
 
こ
ら
ー

パ 母
が
父
を
 
お
父
さ
ん
1
7
・
あ
な
た
7
 
名
前
確
貼
）
ユ
 
ち
ょ
っ
と
2

 
子
供
の
前
で
は
「
お
父
さ
ん
」
 
「
お
母
さ
ん
」
が
多
く
、
子
供
の
居
な
い
場

で
は
他
の
呼
び
方
が
増
え
よ
う
。

 
 
「
之
か
ら
の
敬
語
」
で
は
、
一
人
称
、
二
人
称
に
は
原
則
ど
し
て
、
男
女
を

通
じ
て
、
ま
た
一
般
に
標
準
の
形
と
し
て
「
わ
た
し
」
 
「
あ
な
た
」
を
使
い
た

い
。
と
あ
る
。

 
日
本
語
の
自
称
・
対
称
は
、
そ
れ
ぞ
れ
㎜
種
を
超
え
る
。
身
分
・
階
級
を
示

す
為
で
あ
る
。
言
葉
の
初
め
が
「
あ
な
た
」
か
「
お
前
か
」
か
「
貴
様
」
か
、

に
よ
り
、
．
後
続
す
る
語
も
従
っ
て
敬
語
と
な
り
卑
語
と
な
り
時
に
罵
言
と
な

る
。
英
語
の
代
名
詞
に
は
「
他
意
」
が
無
い
よ
う
だ
が
、
日
本
語
の
代
名
詞

は
「
他
意
」
が
あ
り
過
ぎ
る
。
．
一
人
称
・
倉
入
称
が
対
等
の
、
 
「
わ
た
し
」

「
あ
な
た
」
に
統
一
さ
れ
得
た
ら
、
日
本
語
か
ら
荒
々
し
い
言
葉
が
随
分
と
姿

を
消
す
だ
ろ
う
。
語
調
も
優
雅
に
な
ろ
う
。
今
後
の
若
い
夫
婦
の
会
話
に
は
、

「
あ
な
た
」
 
「
わ
た
し
」
が
愛
用
さ
れ
た
い
も
の
だ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
男
性
の
剛
に
対
し
て
女
性
は
柔
で
あ
る
。
階
級
的
な
上
下
の
差
で
な
く
、
相

 
 
 
 
 
 
 
む

互
尊
重
の
左
右
の
関
係
で
、
之
か
ら
の
女
性
語
は
、
「
女
性
の
体
質
を
生
か
し
て

ヘ
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
へ

音
調
に
富
み
、
女
性
の
性
格
を
生
か
し
て
優
雅
で
あ
り
た
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
5
・
8
・
2
7
）
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